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第 3 部 踏切道における交通 
第１章 踏切道の現況 

第１項 踏切事故の発生状況  

１．踏切事故の件数及び死傷者数の推移 

踏切事故は、長期的には減少傾向にあり、平成 23 年度 331 件、平成 24 年度 295 件、

平成 25 年度 290 件であった。死傷者数は、平成 23 年度 212 人、平成 24 年度 220 人、

平成 25 年度 196 人、死者数は平成 23 年度 119 人、平成 24 年度 121 人、平成 25 年度

93 人であった。 

平成 25 年度は、身体障害者の方が死傷した踏切事故は 1 件（肢体不自由の方が第 1 種踏

切道で 1 件）であった。 

踏切事故の件数及び死傷者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．踏切種別別1・衝撃物別・原因別及び関係者年齢別の踏切事故件数 

平成 23 年度～平成 25 年度に発生した踏切事故の件数は、第 1 種踏切道

774 件、第 3 種踏切道 26 件、第 4 種踏切道 116 件となっている。 

第１種踏切道での事故件数 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1第１種踏切道：自動踏切遮断機を設置するか又は踏切保安係を配置して、踏切道を通過するすべての列車又は

車両に対し、遮断機を閉じ道路を遮断する踏切道（終発の列車から始発の列車までの時間内に踏

切道を通過する車両に対し、遮断しない場合があるものを含む。） 

第３種踏切道：警報機が設置されているが、遮断機が設置されていない踏切道 

第４種踏切道：遮断機も警報機も設置されていない踏切道  
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（年度）

負傷者数（人）

死亡者数（人）

件数（件）

自動車

340件 43.9%

〔0.38〕

二輪

50件 6.5%

〔0.06〕

軽車両

98件 12.7%

〔0.11〕

歩行者

286件 37.0%

〔0.32〕

直前横断

86件 11.1%

〔0.10〕

停滞・落輪・エンスト

165件 21.3%

〔0.18〕

側面衝突・限界支障

82件 10.6%

〔0.09〕

その他

7件 0.9% 〔0.01〕

直前横断

19件 2.5% 〔0.02〕

停滞・落輪・エンスト

20件2.6% 〔0.02〕

側面衝突・限界支障

10件1.3% 〔0.01〕

その他

1件0.1% 〔0.00〕

直前横断

22件 2.8% 〔0.02〕

停滞・落輪・エンスト

57件7.4% 〔0.06〕

側面衝突・限界支障

9件 1.2% 〔0.01〕

その他

10件 1.3%

〔0.01〕

直前横断

213件 27.5%

〔0.24〕

停滞・落輪・エンスト

44件5.7% 〔0.05〕

側面衝突・限界支障

10件 1.3% 〔0.01〕

その他

19件 2.5% 〔0.02〕

件数

774件

〔0.86〕
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第３種踏切道での事故件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４種踏切道での事故件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

側面衝撃・限界支障：自動車等が通過中の列車等の側面に衝突したもの及び自動車等が  

列車等と接触する限界を誤って支障し停止していたため、列車等  

が接触したもの  

停滞・落輪・エンスト：自動車等が落輪、エンスト、交通渋滞、自動車の運転操作の誤り  

等により、踏切道から進退が不可能となったため列車等と衝突し  

たもの  

 

年齢別の踏切事故件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自動車

17件 65.4 .%

〔0.69〕

二輪

3件11.5% 〔0.12〕

軽車両

4件 15 .4% 〔0.16〕

歩行者

2件 7.7%  〔0.08〕

直前横断

14件 53.8%

〔0.57〕

停滞・落輪・エンスト

2件7.7% 〔0.08〕

側面衝突・限界支障

1件 3.8% 〔0.04〕

直前横断

2件 7.7%

〔0.08〕

側面衝突・

限界支障

1件 3.8%

〔0.04〕

直前横断

4件 15 .4%

〔0.16〕

直前横断

2件7 .7%

〔0.08〕

件 数

26件

〔1.06〕

自動車

81件 69.8%

〔0.88〕
二輪車

8件 6.9%

〔0.09〕

軽車両

17件 14.7%

〔0.19〕

歩行者

10件 8.6%

〔0.11〕

直前横断

66件 56.9%

〔0.72〕

停滞・落輪・エンスト

6件 5.2% 〔0 .07〕

側面衝突・限界支障

9件 7.8% 〔0.10〕

直前横断

6件 5.2%

〔0.07〕

側面衝突・

限界支障

1件 0.9% 

〔0 ,01〕

その他

1件 0.9% 

〔0 .01〕

直前横断

15件 12.9%

〔0.16〕

側面衝突・限界支障

2件 1.7% 〔0.02〕

直前横断

9件 7.8%

〔0.10〕

その他

1件 0.9% 〔0 .01〕

件 数

116件

〔1.27〕

0～9歳

12件 1.4% 10歳代

65件 7.3%

20歳代

84件 9.5%

30歳代

80件 9.0%

40歳代

102件
11.5%

50歳代

98件
11.0%

60歳代

183件
20.6%

70歳代

153件
17.2%

80歳以上

110件
12.4%

件数

887件

○平成 23～25 年度に発生した踏切事故

（踏切障害事故、その他踏切道で発生し

た運転事故を含む）の合計 

○年齢を把握できなかった場合の件数は

除いている 



 

37 

 

第２項 踏切の状況 

平成 25 年度において、踏切事故は運転事故の 36.7％を、また踏切事故による死者は運

転事故による死者の 33.7％をそれぞれ占めており、踏切事故防止は鉄道の安全確保上、

極めて重要なものとなっている。 

踏切事故件数は、立体交差化や統廃合による踏切道数の減少や第 1 種踏切道への改良

等の踏切保安設備の整備等により、年々減少している。 

現在では踏切道の 88％が第 1 種踏切道となっている。また、踏切遮断機のない第 3 種

踏切道及び第４種踏切道は年々減少しているが、平成 25 年度末においてそれぞれ 794

箇所及び 2,981 箇所残っており、同年度に踏切事故がそれぞれ 6 件及び 38 件発生して

いる。 

踏切道の立体交差化や構造改良、また踏切遮断機や踏切警報機などの踏切保安設備の整備等

の安全対策が進められている。 

立体交差化等を行った踏切道数の推移 

年 度 立体交差 化 構 造 改 良 遮断機・警報機 

平成 21 年度 37 289 101 

平成 22 年度 29 325  79 

平成 23 年度 42 195 74 

平成 24 年度 98 191 77 

平成 25 年度 34 204 57 

      ※1 立体交差化：連続立体交差化又は単独立体交差化により除却された踏切道数 

       ※2 構造改良：踏切道における道路幅員の拡幅や、歩道の設置などの整備を行った 

                     踏切道数 

※3 遮断機・警報機：第 3 種、第 4 種踏切道に踏切遮断機や踏切警報機を設置した 

                      踏切道数 

踏切道数と踏切事故件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 横軸について：Ｈ17 以降は 1 年間隔であるが、Ｓ35～Ｈ17 は 5 年間隔である。  
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第２章 第９次交通安全基本計画本体の評価 
評価の考え方および計画全体としての評価結果を示す。 

第 1 項 評価の考え方 

１．評価の考え方 

第 9 次交通安全基本計画の評価においては、上位目標と個別施策の間をつなぐ論

理的構造を様々な視点で整理・再構築しつつ多面的な評価を行うために、『施策群』

の概念を導入し、上位目標～『施策群』～個別施策という政策体系・評価体系を構築

して評価を実施することとした。 

そこで、次の考え方に従って評価指標・施策群の体系的整理を行い、施策群毎に総

括を進めていくこととした。 

・交通安全対策の効果分析を効率的かつ総合的に行うために体系的整理を行うに

あたり、第 9 次交通安全基本計画の大きな 2 つの軸である「1 つの視点」と「4

つの柱」を基本とする。 

・交通安全対策が影響を与える構成要素との対応関係を整理し、施策意図の整理

を行う。 

体系的整理の考え方を基に、具体的には次のように整理を行った。 

・施策の柱による 4 つの分類により、施策と評価指標の体系的整理を行った。 

・評価指標はアウトプット指標、アウトカム指標の 2 つに分類した。  

 

表 評価指標・施策群の体系的整理の分類の考え方と項目  

  視点 

それぞれの踏切の状況等を勘案した効果的対策の推進 

分類 考え方 項目 

施策の柱によ
る分類 

第 9 次交通安全基本計画
の踏切道における交通安
全対策の中で、講じるべき
施策として取り組まれて
いる「4 つの柱」に応じて、
分類する。 

① 踏切道の立体交差化，構造の改良及び歩行
者等立体横断施設の整備の促進 

② 踏切保安設備の整備及び交通規制の実施 

③ 踏切道の統廃合の促進 

④ その他踏切道の交通の安全と円滑化を図
るための措置 
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：アウトプット指標

②踏切保安設備の整備及び交通規制の実施 ②踏切保安設備の整備及び交通規制の実施

③踏切道の統廃合の促進 ③踏切道の統廃合の促進

④その他踏切道の交通の安全と円滑化を図るための措置 ④その他踏切道の交通の安全と円滑化を図るための措置

・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・

評価指標 講じようとする施策

：第９次交通安全基本計画における重点施策及び新規施策

最終

アウトカム

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

中間

アウトカム
・・・・・・・・・・・・・・・・

①踏切道の立体交差化，構造の改良及び歩行者等立体横断施設の整

備の促進

①踏切道の立体交差化，構造の改良及び歩行者等立体横断施設の整

備の促進

２．評価指標・施策群の体系的整理 

第 1 項で示した考え方に従って、第 9 次交通安全基本計画の評価指標・施策の体系

的整理を行い、第 9 次交通安全基本計画の施策と評価指標の施策分野ごとの対応関係

を明らかにした。 

 

 

■「施策群：それぞれの踏切の状況等を勘案した効果的対策の推進」関連の評価指標・施策の整理  

 

 

 

  

(A)施策群による分類 

(B) 施 策 の

柱による分

類 

図 体系的整理の表の見方  
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■「施策群：それぞれの踏切の状況等を勘案した効果的対策の推進」関連の評価指標・施策の整理 

 

：アウトプット指標

②踏切保安設備の整備及び交通規制の実施 ②踏切保安設備の整備及び交通規制の実施

③踏切道の統廃合の促進 ③踏切道の統廃合の促進

④その他踏切道の交通の安全と円滑化を図るための措置 ④その他踏切道の交通の安全と円滑化を図るための措置

最終

アウトカム

平成２７年までに踏切事故件数を平成２２年と比較して約１割削減

することを目指す

４その他踏切道の交通の安全と円滑化を図るための措置

①踏切道の立体交差化，構造の改良及び歩行者等立体横断施設の整

備の促進

２踏切保安設備の整備及び交通規制の実施

３踏切道の統廃合の促進

評価指標 講じようとする施策

：第９次交通安全基本計画における重点施策及び新規施策

１踏切道の立体交差化，構造の改良及び歩行者等立体横断

施設の整備の促進

立体交差化等を行った踏切道数の推移

中間

アウトカム
踏切事故件数の推移

踏切種別別の踏切道数の推移

踏切保安設備整備箇所数

踏切種別別の踏切道数の推移

鉄道交通の安全に関する知識の普及状況

①踏切道の立体交差化，構造の改良及び歩行者等立体横断施設の整

備の促進
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第２項 計画本体の評価 

踏切事故は、一たび発生すると多数の死傷者を生ずるなど重大な結果をもたらすもの

である。また、立体交差化、構造の改良、歩行者等立体横断施設の整備、踏切保安設備の

整備、交通規制、統廃合等の対策を実施すべき踏切道がなお残されている現状にある。 

こうした背景から、第 9 次交通安全基本計画において、これらの対策が、同時に渋滞

の軽減による交通の円滑化や環境保全にも寄与することを考慮し、開かずの踏切への対

策等、それぞれの踏切の状況等を勘案しつつ、より効果的な対策を総合的かつ積極的に

推進した。 

踏切道における交通安全対策について、踏切事故件数、踏切事故による死傷者数とも

に減少傾向にあり、当該計画は効果があったと言えるのではないかと考える。しかし、

当該計画の目標である「平成 27 年までに踏切事故件数を平成 22 年と比較して約 1 割削

減することを目指す。」には平成 25 年までの期間においては達成できていない状況であ

る。 

 

 

参考：第 9 次交通安全基本計画の目標 

 

○平成 27 年までに踏切事故件数を平成 22 年と比較して約 1 割削減することを目指す。 
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●最終アウトカム指標、中間アウトカム指標

　 ●アウトプット指標
②踏切保安設備の整備及び交通規制の実施
●アウトプット指標

③踏切道の統廃合の促進
●アウトプット指標

④その他踏切道の交通の安全と円滑化を図るための措置
●アウトプット指標

１．それぞれの踏切の状況等を勘案した効果的対策の推進

①踏切道の立体交差化，構造の改良及び歩行者等立体横断施設の整備
　 の促進

第３章 第９次交通安全基本計画本体の詳細分析 
詳細な評価として、踏切道における交通の安全に係る施策を「施策の柱」ごとに分類し

て行った評価を示す。 

  

・第 9 次交通安全基本計画の最終アウトカム指標及び現時点における評価を中間アウト

カム指標を用いて整理する。 

・施策毎にアウトプット指標を用いて整理する。 
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第１項 それぞれの踏切の状況等を勘案した効果的対策の推進 
第９次交通安全基本計画 「今後の鉄道交通安全対策を考える視点」 

踏切道における交通安全対策について，踏切事故件数，踏切事故による死傷者ともに

減少傾向にあることを考えると，第８次交通安全基本計画に基づき推進してきた施策

には一定の効果が認められる。 

しかし，踏切事故は，一たび発生すると多数の死傷者を生ずるなど重大な結果をもた

らすものであること，立体交差化，構造の改良，歩行者等立体横断施設の整備，踏切保

安設備の整備，交通規制，統廃合等の対策を実施すべき踏切道がなお残されている現状

にあること，これらの対策が，同時に渋滞の軽減による交通の円滑化や環境保全にも寄

与することを考慮し，開かずの踏切への対策等，それぞれの踏切の状況等を勘案しつ

つ，より効果的な対策を総合的かつ積極的に推進することとする。 

「それぞれの踏切の状況等を勘案した効果的対策の推進」について、施策群としての全

体評価、及び下記の重点施策・新規施策を対象とした施策別評価を実施する。 

評価対象重点施策及び新規施策 

○踏切道の立体交差化，構造の改良及び歩行者等立体横断施設の整備の促進（１） 

○踏切保安設備の整備及び交通規制の実施（２） 

○踏切道の統廃合の促進（３） 

○その他踏切道の交通の安全と円滑化を図るための措置（情報技術を活用した踏切事
故の防止）（４） 

１．全体評価（最終アウトカム指標、中間アウトカム指標） 

【考え方】 

踏切道における交通の安全と円滑化を図るため、国民の理解と協力の下、第 9 次

交通安全基本計画に掲げる諸施策を総合的かつ積極的に推進することにより、平成

27 年までに踏切事故件数を平成 22 年と比較して約 1 割削減することをを目指す。 

【評価】 

 直近の平成 25 年の踏切事故件数は 297 件であり、平成 22 年の 316 件と比較する

と約 0.6 割削減されている。 

 

【評価指標（最終アウトカム）】 

・平成 27 年までに踏切事故件数を平成 22 年と比較して約１割削減することを目指す。 

平成 22 年と平成 27 年の踏切事故件数の比較（暦年） 

平成 22 年 平成 27 年 

316 件 ― 

出典：国土交通省資料 

【評価指標（中間アウトカム）】 

・踏切事故件数の推移 

  踏切事故件数の推移は近年横ばいとなっているが、長期的には減少傾向にある。 

踏切事故件数の推移（暦年） 

平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 

316 件 323 件 305 件 297 件 
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出典：国土交通省資料 

２．施策別評価（アウトプット指標） 

（１）踏切道の立体交差化、構造の改良及び歩行者等立体横断施設の整備の促進 

考え方 「開かずの踏切」等について、効果の早期発現を図るための構造の改良や歩行者

等立体横断施設の整備等を促進する。また、抜本的な交通安全対策である立体交差

化等により、踏切道の除却を促進するとともに、道路の新設・改築及び鉄道の新線

建設に当たっても、極力立体交差化を図る。 

評価 立体交差化や統廃合により踏切道数は減少している。また、踏切事故件数は年々

減少傾向にあり、これらの施策が寄与していると考えられる。 

アウト 

プット 

立体交差化等を行った踏切道数の推移 

 

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

立体交差化 42 箇所 98 箇所 34 箇所 

構造改良 195 箇所 191 箇所 204 箇所 

歩行者等立体横

断施設の整備 
5 箇所 2 箇所 2 箇所 

出典：国土交通省資料 

 

（２）踏切保安設備の整備及び交通規制の実施 

考え方 踏切道の改良を促進することにより、交通事故の防止及び交通の円滑化に寄与す

ることを目的とする。 

評価 踏切遮断機、踏切警報機の整備、障害物検知装置の設置等により、踏切道の事故

件数減少に寄与していると考えられる。 

アウト 

プット 

踏切種別別の踏切道数の推移 

(全踏切道に対する割合) 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

第１種 
29,988 箇所 

(88％) 

29,860 箇所 

(88％) 

29,880 箇所 

(88％) 

第３種 
841 箇所 

(2％) 

816 箇所 

(2％) 

794 箇所 

(2％) 

第４種 
3,138 箇所 

(9％) 

3,034 箇所 

(9％) 

2,981 箇所 

(9％) 

合計 33,967 箇所 33,710 33,665 箇所 

出典：国土交通省資料 

踏切遮断機・踏切警報機の整備箇所数 

平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

74 箇所 77 箇所 57 箇所 

出典：国土交通省資料 
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踏切保安設備の整備箇所数 

平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

273 箇所 245 箇所 196 箇所 

※踏切保安設備：踏切遮断機、踏切警報機、踏切警報時間制御装置、二段型遮断装置、 

大型遮断装置、オーバーハング型警報装置、踏切支障検知装置（障害 

物検知装置に限る。）のいずれかが設置されたもの。 

出典：国土交通省資料 

 

（３）踏切道の統廃合の促進 

考え方 踏切事故の防止及び道路交通の円滑化のため、統廃合により、除却に努める。 

評価 立体交差化や統廃合により踏切道数は減少している。また、踏切事故件数は年々

減少傾向にあり、これらの施策が寄与していると考えられる。 

アウト 

プット 

踏切道数の推移 

平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

33,967 箇所 33,710 箇所 33,665 箇所 

 出典：国土交通省資料 

 

（４）その他踏切道の交通の安全と円滑化を図るための措置 

考え方 踏切道における交通の安全と円滑化を図るための研究開発等を進めるとともに、

車両等の踏切通行時の違反行為に対する指導取締りを積極的に行う。 

また、広報活動等を強化するとともに、学校、自動車教習所等において、踏切の

通過方法等の教育を引き続き推進する。 

評価  利用者等の関係する事故の防止に向けて、「鉄道利用者等の理解促進による安全

性向上に関する調査」を実施し、平成 22 年 3 月には、その結果に基づく報告書及び

鉄道の安全利用に関する手引きをとりまとめた。また、平成 23 年 3 月には「児童を

対象とする鉄道利用に係る安全教育の調査」を実施し、その結果に基づく報告書を

とりまとめ、鉄道事業者、学校等に公表・周知することにより、鉄道の安全利用の

ための知識の普及を図ることができた。 

アウト 

プット 

鉄道交通の安全に関する知識の普及状況 

平成 22 年 3 月に「鉄道利用者等の理解促進による安全性向上に関する調査 報

告書」及び「鉄道の安全利用に関する手引き」をとりまとめ、関係機関等へ周知。 

  平成 23 年 3 月に「児童を対象とする鉄道利用に係る安全教育の調査 報告書」

をとりまとめ、関係機関等へ周知。また、児童用教材を作成し、平成 23 年 4 月以

降、関係者等に配布及びＨＰ等で公表。 
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第４章 個別施策毎の評価 

第 1項 踏切道の立体交差化、構造の改良及び歩行者等立体横断施設の整備の促進 

踏切道の立体

交差化 

 

○ 立体交差化による踏切除却など抜本的な対策を検討すべき踏切道を抽出・

公表し、その整備促進に努め、これまでの 2 倍以上のペースで除却を行っ

た。 

                         （国土交通省） 

○ 立体交差化を実施すべき踏切道については踏切道改良促進法に基づく指定

を行い、その整備促進に努めた。 

 ・立体交差化により除却された踏切道数  174 箇所 （H23～25 年度） 

（国土交通省） 

踏切道の構造

の改良 

 

 

 

 

○ 立体交差化までに時間を要する「開かずの踏切」等については、速効対策を

検討すべき踏切道として抽出・公表し、構造の改良などの整備促進に努めた。 

（国土交通省） 

○ 構造の改良を実施すべき踏切道については踏切道改良促進法に基づく指定

を行い、その整備促進に努めた。 

・構造の改良を行った踏切道数  590 箇所 （H23～25 年度） 

（国土交通省） 

歩行者等立体

横断施設の整

備 

○ 歩行者等立体横断施設の整備を実施すべき踏切道については、踏切道改良促

進法に基づく指定を行い、その整備促進に努めた。 

・歩行者等立体横断施設を整備した踏切道数 9 箇所 （H23～25 年度） 

（国土交通省） 

 

第 2項 踏切保安設備の整備及び交通規制の実施 

 ○ 踏切道の利用状況、事故発生状況、交通規制の実施状況等を勘案して踏切遮

断機の整備促進に努めた。 

・遮断機のない踏切道数    

 

     

 

（国土交通省） 

○ 列車運行本数が多く、かつ、列車の種別等により警報時間に差が生じている

ものについて、警報時間制御装置の整備促進に努めた。 

 ・警報時間制御装置を整備した踏切道数 55 箇所（H23～25 年度） 

（国土交通省） 

○ 自動車交通量の多い踏切道については、道路交通の状況、事故発生状況等を

勘案して必要に応じ、障害物検知装置、門型警報装置、大型遮断装置を設置す

る等により事故防止効果の高い踏切保安設備の整備促進に努めた。 

 

H23 年度末 H24 年度末 H25 年度末 

3,979 箇所 3,850 箇所 3,775 箇所 
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 ・障害物検知装置の設置状況       

                                      

(国土交通省) 

 

○ 道路の交通量、踏切道の幅員、踏切保安設備の整備状況、う回路の状況を勘

案し、必要な交通規制を実施している。併せて、道路標識等の大型化、高輝度

化による視認性の向上を図った。 

・踏切道における主な交通規制の実施状況 

（警察庁） 

H23 年度末 H24 年度末 H25 年度末 

9,774 箇所 9,825 箇所 9,896 箇所 

 平成 23 年度末 平成 24 年度末 平成 25 年度末 

大型車等通行止め 5,555 箇所 5,396 箇所 5,382 箇所 

二輪の自動車以外

の自動車通行止め 
3,497 箇所 3,450 箇所 3,430 箇所 

車両通行止め 1,971 箇所 1,820 箇所 1,821 箇所 

その他の通行止め 2,105 箇所 2,139 箇所 2,118 箇所 

一方通行 436 箇所 414 箇所 414 箇所 

合   計 13,564 箇所 13,219 箇所 13,165 箇所 

 

第 3項 踏切道の統廃合の促進 

 ○ 踏切道の立体交差化、構造改良等の事業の実施に併せて、近接踏切道のう

ち、その利用状況、う回路の状況等を勘案して、地域住民の通行に特に支障

を及ぼさないと認められるものについて、統廃合を進めるとともに、これら

の近接踏切道以外の踏切道についても、同様に統廃合の促進に努めた。 

・踏切道数 

   

 

（国土交通省） 

 

平成 23 年度末 平成 24 年度末 平成 25 年度末 

33,967 箇所 33,710 箇所 33,665 箇所 

 

第 4項 その他踏切道の交通の安全と円滑化を図るための措置 

 

 

○ 踏切システムの高度化や踏切道に近接する駅構内通路の利活用について、

有識者委員会による検討を行うとともに実証実験を行い、踏切道の交通の安

全と円滑化に向けた研究開発に努めた。 

（国土交通省） 

○ 踏切道の現状や対策実施への理解を促すため自治体等による HP の作成・公

開を支援し、利用者の理解や安全意識の向上に努めた。 

（国土交通省） 

○ 踏切事故防止について、ポスターの掲示、チラシ類の配布等によるキャン

ペーンを実施し、学校、沿線住民、道路運送事業者等に対し、踏切道の安全



48 
 

通行や鉄道事故防止に関する知識の普及及び意識の高揚を図った。 

（国土交通省） 

○ 踏切道を含む道路の拡幅計画について鉄道事業者と事前に連絡・調整を図

ること等を定めた「踏切道の拡幅に係る指針」を踏切道調整連絡会議等で周

知徹底することにより、道路の幅員差が新たに生じないよう努めた。 

（国土交通省） 

 



 

49 

 

第５章 まとめ 
 
踏切事故は、長期的には減少傾向にある。しかし、一方では、踏切事故は鉄道運転事故

の約４割を占め、また、改良をすべき踏切道がなお残されている現状である。こうした現

状を踏まえ、引き続き、踏切事故防止対策を総合的かつ積極的に推進することにより踏

切事故のない社会を目指すことが重要である。 

このような考え方の下、第 9 次交通安全基本計画の目標である、「平成 27 年までに踏

切事故件数を平成 22 年と比較して約 1 割削減することを目指す。」については、平成 25

年までの時点においては到達できていない状況にあるが、踏切事故件数は長期的には減

少傾向にあり、当該計画は効果的なものであったと認められる。 

その際、個々の交通安全諸施策の評価として、厳密には個々の施策のアウトカムを切

り出して評価することはできないが、踏切道の立体交差化、構造の改良及び歩行者等立

体横断施設の整備促進、踏切保安設備の整備及び交通規制の実施、踏切道の統廃合の促

進、その他踏切道の交通の安全と円滑化を図るための措置といった諸対策が効果を発揮

したものと考えられる。 

 

以下に第 9 次交通安全基本計画の踏切道における交通の安全分野における計画本体お

よび施策毎の評価結果を整理する。 

 

項 目 概  要 

計画本体の評価 踏切事故件数は平成 22 年と比較して平成 25 年時点においては約 1 割

削減には到達していない状況であるが、踏切事故件数は長期的には減

少傾向にあり、引き続き、約 1 割削減に向けての対策を継続、促進して

いく。 

詳細分析（施策

群毎の評価） 

平成 25 年度に発生した踏切事故は、運転事故全体の 36.7％に当たる

290 件、踏切事故における死者数は 93 人、死傷者数は 196 人となって

おり、長期的には減少傾向にあり、それぞれの踏切の状況等を勘案した

効果的な対策が寄与しているといえる。 
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